
令和 8年度各務原市民スポーツ大会(小口径ライフル射撃競技)要項(G4) 

 

１．主       催  各務原市ライフル射撃協会  

  共    催  岐阜県ライフル射撃協会 

２．期       日 令和 8年 5 月 10 日（土曜日）     

３．会    場  三重県営ライフル射撃場        

４、大会責任者   TD 又は大会委員長      上野茂男 (公認審判) 

                  ジュリー・アピール      多田良也 (公認審判) 

         レンジオフィサー      宮部裕介  (公認審判) 

5．実 施 種 目   ① RPRM R3PM 

☆競技日程 ①5/30 10:00～12：00   ※射撃場への集合 9 時  

 

６、使 用 標 的   50m 電子標的（SIUS 社製） 

７､ 競 技 規 則 （公社）日本ライフル射撃協会競技規則最新版を適用する。  

８、参 加 資 格 岐阜県ライフル射撃協会の会員であること。  

９、参  加  料     P60:1500 円．+日ラ記録登録料 500 円 

                   

10．公 式 練 習 実施しない。 

12, 表 彰 式 実施しない。 

11．段 級 審 査 ・日本ライフル射撃協会の規定に従い段級審査を受験することが出来るが前日までに

申し込みを行うこと。 

12．参 加 申 込 ・岐阜県ライフル射撃 HP 県内大会申し込みフォームから申し込みを行ってください。 

・各実施日の 1 週間 前までに手続きを済ませてください。フォームより申し込み

できない方は、下記連絡先までお願 いしま 

【連絡先】   各務原市ライフル射撃協会   

             申し込み受付担当 上野  

13． 諸 注 意   

1,射撃場備付の銃器保管庫内に銃を入れて射撃場から離れない事。 

2,銃砲所持許可証または携行許可証、日ラ会員証、射手手帳は必ず携行すること。 

3,銃器・弾薬は各自携行のこと、運搬･携帯･保管については、特に留意すること。 

4,銃器については、有効期限内の銃器公認シールを貼付すること 

14、そ の 他 

1,インテグリティ教育を受講して参加してください。 

2,スポーツ庁が推奨する「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」

に沿って、競技会運営を実施します 

                                各務原市ライフル射撃協会 


